
特定非営利活動法人 きようのことあしたのことラボ 定款 (最終案)

2025年 09月 11日

第 1章 総則

第 1条 (名称)

本法人は、特定非営利活動法人きようのことあしたのことラボという。

英 語 表 記 は  “Specified Nonprofit cOrpOratiOn Today&TOmrrow Lab'' とす る。

英 語 名 の 略 称 と して  “TOday fOr TOmOrrOw Lab''(“TFT Lab")と す る。

第 2条 (事務所)

本法人は、主たる事務所を東京都八王子市に置く。

第 3条 (目 的)

本法人は、認知症の診断を受けている方等 (以下「本人」という。)の意思を尊重し、

本人の社会参加と役割創出を推進するとともに、地域における共生の推進、介護
・福祉

人材の育成および定着、人権の擁護等に資する活動を行い、もって本人およびその家族

が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目的とする。

第 4条 (特定非営利活動の種類)

本法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第 2条別表に掲げる次の

活動を行う。

1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

2 社会教育の推進を図る活動

3 まちづくりの推進を図る活動

4 子どもの健全育成を図る活動

5 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

6 人権の擁護又は平和の推進を図る活動



第 2章 事業

第 5条 (事業〉

本法人は、第 3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)認知症の方等の社会参加と地域共生を促す事業

(2)自 治体・事業所向けの研修事業

(3)学校等における福祉教育・体験学習の実施

(4)認知症の方等の権利擁護に関する啓発・相談支援

(5)認知症0寿について学ぶ力等の教材・コンテンツの制作、配信

(6)調査研究事業

(7)そ の他この法人の目的を達成するために必要な事業

第 3章 会員

第 6条 (会員の種別)

本法人の会員は次の 2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下「法」とい

う。)上の社員とする。

(1)正会員 (社員) 本法人の目的に賛同して入会した個人又は団体で、本法人の議
決権を有する者

(2)賛助会員 本法人の目的に賛同し、その事業を賛助するため入会した個人又は団
体

第 7条 (入会)

会員の入会について、特に条件は定めない。

2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事
長に申込むものとする。

3 理事会は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会をみとめな
ければならない。

4 理事長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面を
もって本人にその旨を通知しなければならない。



第 8条 (入会金及び会費)

会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。

2 賛助会員の会費は日数制とし、 1日 の金額及び回数の上限等は総会において別に定
める。

第 9条 (会員の資格の喪失)

会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)死亡し、又は団体である会員が解散したとき

(3)失踪宣告を受けたとき

(4)除名されたとき

(5)継続して 1年以上会費を支払わなかったとき。

第 10条 (退会)

会員は、所定の退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第 11条 (除名)

会員がこの定款に違反したとき、または本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為

をしたときは、総会の議決により除名することができる。この場合、その会員に対し、

議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第 4章 役員

第 12条 (役員の種類及び定数)

本法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上

(2)監事 1名 以上

2 理事のうち1名 を理事長とし、副理事長 (1名又は若干名)を置くことができる。

第 13条 (役員の選任)

理事及び監事は総会において選任する。

2 理事長及び副理事長は理事の互選とする。



3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族
が 1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び 3親等以内の親族が役員の

総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができな
い 。

5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

第 14条 (役員の職務)

理事長は法人を代表し、業務を総理する。

2 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務
を代行する。理事会の定めにより所掌事務を分担することができる。

4 理事は理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、こ
の法人の業務を執行する。

5 監事は次の業務を行う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)この法人の財産の状況を監査すること。

(3)前 2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は
法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又

は所轄庁に報告すること。

(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べる
こと。

第 15条 (役員の任期)

役員の任期は 2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者
の任期の残存期間とする。

3 任期満了後、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が
終結するまでその任期を伸長する。



4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行
わなければならない。

第 16条 (欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の 3分の 1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを

補充しなければならない。

第 17条 (解任 )

役員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違

反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任

することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ

ならない。

第 18条 (報酬等)

役員は、その総数の 3分の 1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前 2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第 19条 (職員)

本法人に事務局長その他の職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

第 5章 総会

第 20条 (総会)

総会は、正会員 (社員)を もって構成する。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第 21条 (権限)

総会は、この定款に定めるもののほか、法人の業務に関する重要事項を決議する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)会員の除名



(4)事業計画及び予算並びにその変更

(5)事業報告及び決算

(6)役員の選任及び解任

(7)役員の職務及び報酬

(8)入会金及び会費の額

(9)資産の管理の方法

(10)借入金 (その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第47条に
おいて同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(11)解散における残余財産の帰属

(12)事務局の組織及び運営

(13)その他運営に関する重要事項

第 22条 (開催)

通常総会は、毎事業年度 1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。

(2)正会員 (社員)総数の 5分の 1以上から会議の目的を記載した書面により召集の

請求があったとき。

(3)監事が第 14条第 5項第 4号の規定に基づいて招集するとき。

第 23条 (招集)

総会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日
から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は
電磁的方法により、少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

第 24条 (議長)

総会の議長は、出席正会員 (社員)の中から選出する。



第 25条 (定足数)

総会は、正会員 (社員)の過半数の出席 (書面、代理人、電磁的方法による表決を含

む。)がなければ開会することができない。

第 26条 (議決)

総会の議決は、出席した正会員 (社員)の過半数をもってこれを決し、可否同数のとき

は議長の決するところによる。

2 総会の決議事項は第 23条 3項によつてあらかじめ通知した事項とする。

3 理事又は正会員 (社員)が、総会の目的である事項について提案した場合におい
て、正会員 (社員)全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当

該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第 27条 (議事録)

総会の議事については、日時及び場所、正会員 (社員)総数及び出席者数 (書面表決者

又は表決委任者がある場合、又はオンライン会議システムによる出席者がある場合にあ

ってはその数を付記)、 審議事項、議事の経過の概要及び議決の結果、議事録署名人の

選任に関する事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名又
は記名押印しなければならない。

3 前 2項の規定にかかわらず、正会員 (社員)全員が書面又は電磁的記録による同意
の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、総会

の決議があったものとみなされた事項の内容、提案した者の氏名又は名称、総会の決議

があったものとみなされた日及び正会員 (社員)総数、議事録の作成にかかる職務を行

った者の氏名を記載した議事録を作成しなければならない。

第 28条 (表決権等)

正会員 (社員)は、各 1個の表決権を有する。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員 (社員)は、あらかじめ通知さ
れた事項について、書面又は電磁的方法 (電子メール、オンラインフォーム、その他理

事会が定める方法)を もって表決し、又は他の正会員 (社員)を代理人として表決を委

任することができる。

3 前項の規定により書面表決し、表決を委任し、又は電磁的方法により表決した正会
員 (社員)は、この定款の総会の定足数及び議決数の算定上、総会に出席したものとみ

なす。



4 やむを得ない理由により総会の場に来られない正会員 (社員)は、ネットワーク機
器等の接続によるオンライン会議システム (発言等の情報伝達の双方向性及び即時性が

確保されているものに限る。以下同じ。)に よつて、総会に出席し、表決をすることが

できる。

5 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員 (社員)は、その議事の議決
に加わることができない。

第 6章 理事会

第 29条 (構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第 30条 (権限)

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

第 31条 (開催)

理事会は、理事長が必要と認めたとき、理事総数の 2分の 1以上の請求があったとき、

又は監事が必要と認めたときに開催する。

2 理事会は、理事総数の過半数の出席 (電気通信回線による出席を含む)がなければ

開会することができない。

第 32条 (招集)

理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等
により、少なくとも5日 前までに通知しなければならない。

第 33条 (議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第 34条 (議決)

理事会の議決は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。



2 理事が理事会の目的である事項について書面又は電磁的方法で同意したときは、当
該提案は理事会において可決されたものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは

この限りでない。

3 役員又はその近親者、役員が実質的に支配する法人との取引は、理事会の承認を要
する。承認に当たっては、取引条件の妥当性・相当性を確認し、議事録に経緯を記載す

る。当該議案について当事者である理事は議決に加わることができない。

第 35条 (表決権等)

各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項
について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第 34条の適用については、理事会に出席した
ものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わる
ことができない。

第 36条 (議事録)

理事会の議事については、日時及び場所、理事総数、出席者数及び出席者氏名 (書面表

決者がある場合はその旨を付記)、 審議事項、議事の経過の概要及び議決の結果、議事

録署名人の選任に関する事項を記載した議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が署名又
は記名押印しなければならない。

第 7章 資産及び会計

第 37条 (資産の構成)

本法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立の時の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収益

(5)事業に伴う収益



(6)その他の収益

第 38条 (資産の区分)

特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。

第 39条 (資産の管理)

本法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て理事長が別に定め

る。

第 40条 (会計の原則)

本法人の会計は、特定非営利活動促進法に定める会計の原則に従って行うものとする。

第 41条 (会計の区分)

本法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

第 42条 (事業計画及び予算)

本法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始前に理事長が作成し、理事

会の承認を経て総会に報告する。

第 43条 (暫定予算)

やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事会の議決を経て、予算成立の日

まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第

“

条 (予算の追加及び更正)

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又

は更正をすることができる。

第 45条 (事業報告及び決算)

事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、事業年度

終了後、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第
“

条 (事業年度)

本法人の事業年度は毎年4月 1日 に始まり翌年 3月 31日 に終わる。



第 47条 (臨機の措置)

借入金の借入れ (その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他

新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければなら

ない。

第 8章 定款の変更、1解散及び合併

第 48条 (定款の変更)

この定款は、正会員 (社員)総数の 2分の 1以上が出席 (書面表決・電磁的方法・代理

人による表決を含む)し、かつ出席正会員 (社員)の 4分の 3以上の多数による議決を

経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければな

らない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項
を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。

第 49条 (解散)

本法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員 (社員)の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の認証の取消し

第 50条 (残余財産の帰属)

本法人が解散する場合において有する残余財産は、総会の議決を経て、公益社団法人又

は公益財団法人、国若しくは地方公共団体、又は特定非営利活動法人に贈与する。

第 51条 (合併)

本法人が合併しようとするときは、総会において正会員 (社員)総数の4分の 3以上の

議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 9章 公告の方法

第 52条 (公告の方法)



1 本法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。た
だし、法第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表の公告は、内閣府 NPO法人ポータル

サイ トにおける電子公告により行う。

第 10章 雑則

第 53条 (細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

(施行日) 本定款は、この法人の成立の日から施行する。

(設立時役員)

1 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事長 守谷卓也

副理事長 大平美和

理事 磯野孔太

理事 岡田春恵

理事 前田隆行

監事 菊地志保

2 この法人の設立当初の役員の任期は、第 15条第 1項の規定にかかわらず、この法
人の成立の日から令和 8年 6月 30日 までとする。

(設立当初の事業年度)

この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、令和 8年 3月 31日

までとする。

(設立当初の事業計画及び予算)

この法人の設立当初の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。

(会費)設 立当初の会費は、次のとおりとする。

正会員 (社員)会費  5,000円 (1年間分)



賛助会員会費 1日 3,000円 (回数自由)



書式第 1号 (法第 10条・第 23条関係)
設立・役員変更用

役 員 名 簿 (領名級 び破 のうち報 を受ける者の観 )

特定非営利活動法人 きょうのことあしたのことコポ

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

団以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
日各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
(ど ちらかにO)

(フ リガナ )
報酬の有無
(ど ちらかにO)

役職名等

氏    名

1 監事

イソノ コウタ
有(玉)

磯野 孔太

2 監事理事

オオヒラ ミワ
有 副理事長

大平 美和

3 監事

tU f ,',vr.
有

岡田 春恵

4 理事

キクチ シホ
毎

菊地 志保

5 監事理事

マエダ タカユキ
有

前田 隆行

6 監事理事

モリヤ タクヤ
有 理事長

守谷 卓也

7 理事 。監事 有・無

8 理事・監事 有 征

9 理事 。監事 有・無

10 理事・ 監事 有 。無

理事



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 7年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人きょうのことあしたのことラボ

1 事業実施の方針
本法人は、認知症の診断を受けている方等 (以下「本人」という。)お よびその家族が住み慣れた地

域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目的に、地域での居場所づくり、介護職支援、認知症啓発な

どを行う。

令和 7年度は体制 。連携づくりの準備年度とする。

(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【 0 1千円 )
足承 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数 f蓼薯

範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

認知症の方等
の社会参加 と
地域共生を促
す事業

八王子市の空き家・空
ナントを活用し、本人
働くカフェの開設準備。

ア

が
2月 3月
通期

人王子市 6名

本
族
」
`´日
市

人・
・支
家
援
般

民

100人程
度

0

自治体・事業
所向けの研修
事業

介護人材育成・定着プロ
グラム、エルダーメンタ

召霜曼人務響腰
警整害管

3月 1回 八王子市 5名

地域介護
事業者、
施設職員
等
習
0人程0

学校等におけ
る福祉教育・

籍
験学習の実

認知症への理解、介護や
支援の在 り方の体験型福
祉学習、人王子市内小中
学校への宣伝活動

3月 1回
人王子市

寝小中学
5名

小 中 学
生・支援
者

100人程
度

0

認知症の方等
の権利擁護に
関する啓発・
相談支援

塁房警轟み尋舘F柔
金鯖艦璧。、意思

決定3月
1回 人三子市 5名

本人・家
援
般

族・
者・

市民

支 100人程
度

0

認知症の方等
の教材・コン
テ ン ツ の 制
作・配信

本人との接 し方などの高
齢福祉コンテンツ制作、
流通企画
業者 との打ち合わせ・販
売経路の確認 カフモや
ネット、イベント会場で
の販売を検討。する。

3月 週 1
日程度

八王子市 2名

本人・家
族・支援
者 。一般
市民

100人程
度

0

調査研究事業

認知症の人が見てい
界、認知症の人との
方についての調査研
し、本人と家族との
につなげる。

る世
接し
究を
支援
3月 毎週 人王子市 6名

本人・家
族 。介護
関係者

100人程
度

0



書式第 8号 (法第 10条・第25条関係)

設立・定款変更用

令和 8年度 事 業 計 画 書

特定非営利活動法人きょ_iのことあ上たのことニポ

1 事業実施の方針
本法人は、認知症の診断を受けている方等 (以下「本人」という。)およびその家族が住み慣れた地

域で安心して暮らし続けられる社会の実現を目的に、地域での居場所づくり、介護職支援、認知症啓発な

どを行う。今年度は三本柱 :①拠点運営・スペース活用 (まちはぐ)② 人材定着・育成研修 ③権利擁
護・意思決定支援 (連携)を集中的に行う。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業              (事 業費の総費用【 6566 】千円 )
定訳 に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千円)

認知症の方等
の社会参加と
地域共生を促
す事業

人土f雨の空き家・ 空ア
ナン トを活用 し、認知症
のある方が働くカフェを

リフラ事7'ンを曇者ど
募り、広報・設計・説明会
を実施。開業。

週 5日程
度営業

八王子市 6名

本人・家
族・支援
者・一般
市民
聟
0人程685

シェアキッチンの運営。
週 5日程
度営業

東京至
巾

ノゝ
ノヽ
4‐

王
幡
11

子
町
6名

本人・家
族 。支援
者・一般
市民

200人程
度

3000

自治体 。事業
所向けの研修
事業

介護人材育成・定
グラム、エルダー

男婦鴨 鰈
目指す。

着プロ
メンタ
職の魅
定着を
年 2回

人王子市
いわき市

6名

地域介護
事業者、

聖
設職員ピ
0人程1881

学校等におけ
る福祉教育・

籍
験学習の実

認知症への理解、接し方、
介護や支援の在り方の体
験型福祉学習

2か月に
1回程度

八王子雨
・あきる

語需:晨
浜市

5名
小 中 学
生 。支援
者

2∞ 人程
度

0

認知症の方等
の権利擁護に
関する啓発・
相談支援

楊牲思F界皐♀肇製雰2

逸褒曇::喜念快楚金農
携
月 1回程
度 委京都
全5名

本
族
者
市

人・家
。支援
・一般
民

約 100名 0

認知症の方等
の教材・ コン
テ ン ツ の 制
作・配信

認知症の人との接 し方、
認知症の人が見ている世
界、介護等の高齢福祉コ
ンテンツ制作・販売

通年

オンライ
ン/イ ベ
ント会場
/カ フェ _

2名

本
族
者
市

人・
・支
家
援
般

民

100人程
度

1000

調査研究事業

認知症の人が見ている世
界、認知症の人との接 し
方についての調査研究を
し、本人と家族との支援
につなげる。

3月 毎週 人王子市 6名
本人・家
族・介護
関係者
ピ0人程0



書式第 9号 (法第 10条・第 25条関係 )

令和7 年度 活動予算書 (その他事業が∠迅生場合 )
特定■■刊后咆ま大きょう0こ とあした0こ とラボ

金   額 小計 ‐合計

受取補助金

受取利息

2 受

正会員受取会費
賛助会員受取会費

受取寄附金
施設等受入 i平価益

認知症の方等の社会参加と地域共生を促す事業収益
自治体・事業所向けの研修事業収益
学校等における福祉教育・体験学習の実施収益
認知症の方等の権利擁護に関する啓発・相談支援収益
認知症の方等の教材‐ コンテンツの制作・配信収益

55,000
0

20.500
0

1

2

０

０

０

０

０

∞

2 の

1)人件■
役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

給料手当

役員報酬
退職給付費用

福利厚生費

消耗品費
水道光熱費
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

旅費交通費
施設等評価費用
減価償却費
印刷製本書
通信費

(2)その
会議費

70 000

0

過年度授益修正益
益

正

災書損失

D ・・ ・(2当 期 経 常 外 増 減 額 C
70 000

1.(n及人

|

理

:上」

1正 味 違

1                70.000

L_______________ 0



書式第 9号 (法第10条・第 25条関係 )

令和8 年度 活動予算書 (その他事業が生登場合)
"t非
営利和

'ま

大きょうのことおしたのことラボ

金   額 小 計 ・ 合 計

3,500.000受取補助金

A

1

500

3.`100

0 そ
受取引息

の

55,000
0

正会員受取会費
賛助会員受取会費

認知症の方等 ′)社会参
',0と

地域共生を促す事業収益

自治体・事業所向けの研修事業収益

学校等における福祉教育・体験学習の実施収益
認知症の方等の権利擁護に関する啓発・相談支援収益

認知症の方等の教材・ コンテンツの制作・配信収益

受取寄附金
施設等受入評価益

2 受取寄附

1,871.000

4 695

6

1

1

B

01)

(1)人

2

2 の

人

役員報酬

給料手当
退職給付費用

福利厚生費

消耗品費
水道光熱書
通信運搬費
地代家賃
旅費交通費
減価償却費

賃借科
講師謝礼
旅費交通費
水道光熱費
宣伝広告費
支払手数料
通信費
会場費

給料手当

退職給付費用

福利厚生費

1,800,

300,

510,

600,

30,

1,050,

5,

100,

0()0

000
000
000
000

000
500
000
000

固定 売却益
過年度損益修正益

D

売

正

災吉損失

cゝ ― 0 ・・・ (2
389 300
70,0(X)

0
319300

|

500 00:|

|

|



設   立   用
書式第 6号 (法第 10条関係)

特定非営利活動法人きょうのことあしたのことラボ設立趣旨書

1.設立の趣旨
近年、超高齢社会の進展により、認知症の診断を受けている方等 (以下「本人」)と その家

族は増加の一途をたどっています。一方で地域にはいまも、理解不足や偏見が残り、本人や家

族が孤立する事例が少なくありません。介護現場では人材不足・離職の増加が続き、福祉サー

ビスの質と継続性が揺らいでいます。

私たちはこれまで、介護保険制度内の通所介護 (地域密着型サービス)を通じて、本人や高

齢者が安心して過ごせる居場所づくりに取り組んできました。通所の場では、本人が役割を持

ち、自分らしく過ごせる時間を創出し、地域住民との交流や社会参加の機会を広げてきまし

た。

しかし、制度の枠組みでは届きにくいニーズが多数存在します。たとえば、制度対象外の人

の交流の場、家族 。地域住民を招き入れた活動、制度利用時間外の支援などが十分に整備され

ていません。こうした課題に対応するため、制度にとらわれない柔軟な活動基盤が求められて

います。

また、介護職の離職防止・人材定着も喫緊の課題です。私たちは、介護職の魅力発信と人材

定着に資する研修事業を実施してきました。さらに今後は、成年後見制度や意思決定支援を通

した権利擁護事業にも取り組み、本人の意思が尊重される生活環境の実現を目指します。

今回法人化を検討するに至つたのは社会的な信頼を得るためです。個人個人で活動をしていて

もなかなか協力者や支援金を集めるのが難しいからです。なかでもNPO法人を選んだのは広

く一般市民にかかわっていただくことができる団体として適切と考えたためです。高齢化に伴

う社会の課題は多くの人が取り組むべき問題です。すべての人は年を重ねます。認知症は超高

齢社会において誰もが直面しうる生活課題であり、私たちはこれを社会全体の課題として共に

解決していく必要があります。

【法人名の意味】
「きょうのことあしたのこと」という名称には、「目の前にいる人の今日」を大切にしながら、

「その人の明日」を共に支えていくという想いを込めています。日々 の積み重ねが「自分らしく

生ききる」ことにつながると信じ、本人の声を起点に社会や仕組みを変えていきます。

【期待される効果】

・本人が地域で役割を持ち続け、生きがいを感じられる

。介護職の離職率の低下とサービスの質向上

・地域の理解促進と支え合いのまちづくりの加速

・本人の意思が尊重される生活環境の整備

・支える側も活動を通じて自信や誇りを持てるようになる



申請に至るまでの経緯

2∞7年～現在 成年後見事業を実施
2022年 5月 9日 横浜信用金庫新人職員向けに認知症サポーター養成講座を実施
2023年 9月 設立検討
2023年 9月 ～現在 DAYS BLG!はちおうじ (通所介護事業所)

を通した月1回のカレーづくり・居場所づくり

2024年 10月 29日・2025年 10月 30日 本人への意思決定支援研修を実施
2025年 2月 6日  大塚製薬 首都圏第一支店・北関東/信越支店 駅向け認知症研修を実施
2025年 2月 15日 特定非営利活動法人町田市つながりの開を通じて介護福祉人材定着事業

(介護職員向け研修)を企画・運営

2025年 9月 11日 設立総会

以上の趣旨に基づき、私たちはここに「特定非営利活動法人きょうのことあしたのことラボ」を

設立いたします。

2025年9月 ll H

特定非営利活動法人きようのことあしたのことラボ

設立代表者  守谷卓也




